
岡崎市私立保育所施設整備費等補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３５条第４項の規定により設置された私立保育所を運営する社会福祉法

人の当該保育所の施設整備の促進及び児童福祉の向上を図るため、施設整備に

要する経費及び施設整備に係る借入金等の償還に要する経費に対し、予算の範

囲内において岡崎市私立保育所施設整備費等補助金（以下「市費補助金」とい

う。）の交付を行うことに関し、岡崎市社会福祉法人助成手続条例（昭和 43年

岡崎市条例第 15号）及び岡崎市市費補助金等に関する規則（昭和３４年岡崎市

規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

（１）社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定す

る社会福祉法人で、法第３５条第４項の規定により、岡崎市長の認可を受け

た保育所を設置運営する法人をいう。

（２）市費補助事業 市費補助金の交付の対象となる事業をいう。

（３）施設整備 「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」（平成１７年

１０月５日付け厚生労働省発社援第１００５００３号）第２の３に規定する

施設整備を始めとした工事、修繕をいう。

（４）借入金等 社会福祉法人の施設整備に係る借入金（利息を含む。）及び貸付

金（手数料を含む。）をいう。

（市費補助金の対象経費等）

第３条 この市費補助金の対象となる経費、種類、交付額等は、別表のとおりと

する。

（交付の条件）

第４条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

（１）市費補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難にな

った場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

（２）市費補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並び

に市費補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30万円以上の

機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「適化法施行令」と

いう。）第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を

経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

（３）市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

（４）市費補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市費補



助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、そ

の効率的な運営を図らなければならない。

（５）市費補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）には、別紙様式第７号により速やかに、遅くとも市長が

別に指示する期日までに報告しなければならない。

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕

入控除税額を市に返納しなければならない。

（６）市費補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確

定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。

ただし、市費補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその

従物並びに市費補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30

万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第 14 条第１項第２号

の規定により別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管してお

かなければならない。

（市費補助金の交付の申請）

第５条 市費補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様

式第１号又は様式第２号による市費補助金交付申請書に市費補助金の交付に市

長が必要と認める書類を添え、市長が定める時期までに提出しなければならな

い。

（市費補助金の交付の決定）

第６条 市長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審

査及び必要に応じて現地調査等を行い、市費補助金の交付の適否を決定するも

のとする。

２ 市長は、市費補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び

これに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。

（変更等の承認申請）

第７条 市費補助金の交付の決定をした場合において、市費補助事業の内容を変

更しようとするとき又は市費補助事業を中止し、若しくは廃止しようとすると

きは、あらかじめ様式第３号又は様式第４号による市費補助金変更等承認申請

書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

（実績報告）

第８条 市費補助金の交付の決定を受けた申請者は、市費補助事業が完了したと

きは、その市費補助事業完了後３０日以内に、様式第５号又は様式第６号によ

る市費補助事業実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて報告しなければ

ならない。

（市費補助金の額の確定）

第９条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査及び必要に応



じて現地調査等を行い、その報告に係る市費補助事業の成果が補助金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき市費

補助金の額を確定し、速やかに申請者に対し通知するものとする。

（市費補助金の交付）

第１０条 市費補助金は、前条の規定による市費補助金の額の確定後、市費補助

金の交付の決定を受けた者からの請求により交付する。ただし、市長が特別の

理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払いにより交付すること

ができることとし、概算払いによる交付を受けた者は、補助金額の確定後、速

やかに精算なければならない。

なお、市が実施する社会福祉法人等指導監査において、改善措置を命ぜられ

た場合には、改善がなされるまでの間、市費補助金を不交付とすることができ

る。

（交付決定の取消）

第１１条 市長は、申請者がいずれかに該当すると認めたときは、市費補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）偽りその他不正の手段により市費補助金の交付を受けたとき。

（２）市費補助金を他の用途に使用したとき。

（３）市費補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は

市長の指示に従わなかったとき。

（市費補助金の返還）

第１２条 市長は、市費補助金の交付決定を取り消した場合において、市費補助

事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に市費補助金が交付されているとき

は、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

２ 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る市費補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還

を命ずるものとする。

（補則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定

める。

附 則

この要綱は、平成 19年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。

附 則



（施行期日）

１ この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（要綱の失効）

２ この要綱は令和６年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこ

の要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、

同日以後も、なおその効力を有する。



別表（第３条関係）

種類 対象となる経費 補助金の交付額 備考

施設整備

補助金

施設整備に要する経費のうち、工事請負費とする。

ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

（１）土地の買収又は整地に要する経費

（２）既存建物の買収に要する経費（既存建物を買収

することが建物を新築することより、効率的であ

ると認められる場合を除く。）

（３）職員の宿舎に要する経費

（４）その他対象経費として適当と認められない経費

施設整備に必要な工事請負費の１／２

以内（ただし、補助金の上限額を 2,500

千円とする。）の額とする。

ただし、算出された交付額に 1,000 円

未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。

左記の施設整備により取

得し、又は増加した財産に

ついては、市費補助事業の

完了後においても、注意を

もって管理するとともに、

効率的な運用を図るものと

する。

借入金等

償還補助金

市の認める園舎建替等事業のために実施する次に掲

げる借入金等の返済に要する経費とする。ただし、当

該年度の返済金であって、年度を繰り越しての返済分

は、除くものとする。

（１）独立行政法人福祉医療機構からの借入金の元金

及び利息

（２）愛知県社会福祉協議会が行う民間社会福祉施設

振興資金の貸付金の元金及び手数料

借入金等に係る当該年度中に返済す

る返済額の１／２以内の額とする（公立

保育園との統廃合等のための借入金等

については、当該年度中に返済する元金

及び利息の額とする）。

算出された交付額に1,000円未満の端

数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。


